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                                  5小笠原財第１４７２号 

                令 和 ６ 年 ３ 月 ２ ２ 日 

 

 

小笠原村第７期奥村宅地分譲募集要綱  
 
 
（ 所 在 地 等 ）  

第 １ 条  本 要 綱 に 係 る 宅 地 分 譲 の 所 在 地 等 に つ い て は 、次 の と お り で あ る 。  

⑴  所 在 地    小 笠 原 村 父 島 字 奥 村 地 内  

⑵  地  目    宅 地  

⑶  区 画 数    全 ８ 区 画 （ 下 図 の と お り ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

⑷  区 画 面 積 及 び 譲 渡 代 金   下 表 の と お り  

区 画  

番 号  

地 番  

(字 奥 村 ) 
面 積 (㎡ ) 譲 渡 代 金 (円 ) 建 築 で き る 建 物 の 種 別  

第 1 6番 22 167.98 8,475,000 

専 用 住 宅  

 

又 は  

 

店 舗 併 用 住 宅  

第 2 6番 26 163.22 8,363,000 

第 3 6番 27 160.08 8,167,000 

第 4 6番 25 158.63 7,955,000 

第 5 6番 28 163.44 8,118,000 

第 6 6番 29 158.37 7,922,000 

第 7 6番 30 163.81 8,500,000 

第 8 9番 14 149.32 7,502,000 

⑸  その 他   別 紙 の とお り土 砂 災 害 、津 波 災 害 及 び 地 震 時 の地 盤 液 状 化

の お そ れ が あ る 。  
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（ 募 集 の 内 容 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 で 募 集 す る の は 、 宅 地 の 購 入 の 申 込 と す る 。  

 

（ 申 込 期 間 ）  

第 ３ 条  申 込 の 受 付 は 、令 和 ６ 年 ５ 月 １ 日 か ら ６ 月 １ ０ 日 ま で の 祝 休 日 を 除

く 月 曜 日 か ら 金 曜 日 の 午 前 ８ 時 か ら 午 後 ５ 時 ま で と す る 。  

 

（ 申 込 者 の 資 格 ）  

第 ４ 条  申 込 者 は 、申 込 期 間 の 初 日 現 在 、次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 し な け

れ ば な ら な い 。  

⑴  自 ら 居 住 す る た め の 住 宅 を 必 要 と す る 者  

⑵  小 笠 原 村 に 住 民 登 録 を し て お り 、 年 齢 が １ ８ 歳 以 上 の 者  

ま た は 、旧 島 民 の う ち 、年 齢 が １ ８ 歳 以 上 で 永 住 の 目 的 を も っ て 小 笠

原 村 に 移 住 し よ う と す る 者  

＊ 旧 島 民 と は 、昭 和 １ ９ 年 ３ 月 ３ １ 日 に 小 笠 原 諸 島 に 住 所 を 有 し て い た

者 で 、昭 和 ４ ３ 年 ６ 月 ２ ５ 日 に 小 笠 原 諸 島 以 外 の 本 邦 の 地 域 に 住 所 を

有 し て い た 者 及 び そ れ ら の 者 の 父 母 、配 偶 者（ 届 出 を し て い な い が 、

事 実 上 婚 姻 関 係 と 同 様 の 事 情 に あ る 者 を 含 む 。以 下 同 じ 。）並 び に 子

及 び 孫 並 び に こ れ ら の 配 偶 者 を 指 す も の と す る （ 以 下 同 じ 。 ） 。  

⑶  自 ら 居 住 す る た め の 住 宅 を 建 設 で き る 者  

⑷  所 定 の 日 ま で に 譲 渡 代 金 の 全 額 を 支 払 う こ と が で き る 者  

⑸  小 笠 原 村 の 集 落 地 域 内 に 、自 ら 居 住 す る こ と の で き る 土 地 を 所 有 し て

い な い 者  

⑹  小 笠 原 村 の 集 落 地 域 内 に 、自 ら 居 住 す る 住 宅 を 現 に 所 有 し て い な い 者  

⑺  小 笠 原 村 に 対 し 、納 入 期 限 の 到 来 し て い る 債 務 を 全 て 完 納 し て い る 者  

 

（ 申 込 方 法 ）  

第 ５ 条  購 入 希 望 者 は 、宅 地 分 譲 申 込 書（ 様 式 １ － １ ）に 必 要 書 類 を 添 え て

小 笠 原 村 役 場 財 政 課 財 政 係 又 は 小 笠 原 村 役 場 母 島 支 所 に 提 出 す る も の と

す る 。申 込 は 、１ 世 帯（ 住 宅 建 築 後 に 同 居 を 予 定 し て い る 者 全 て を 含 む 。）

に つ き １ 名 と し 、 １ 名 １ 回 ま で と す る 。  

 

（ 申 込 者 の 優 先 順 位 ）  

第 ６ 条  申 込 者 に は 、 そ れ ぞ れ 次 の 優 先 順 位 を 設 け る 。  

⑴  第 １ 優 先 順 位  申 込 期 間 の 初 日 現 在 、 引 続 き ３ 年 以 上 小 笠 原 村 に 住

民 登 録 を し 、居 住 し 、か つ 、現 に 同 居 す る 親 族（ 事 実 上 婚 姻 関 係 と 同 様

の 事 情 に あ る 者 を 含 む 。）又 は 同 居 し よ う と す る 親 族（ 婚 約 者 を 含 む 。）

が あ る 者  

⑵  第 ２ 優 先 順 位  申 込 期 間 の 初 日 現 在 、 引 続 き ３ 年 以 上 小 笠 原 村 に 住

民 登 録 を し 、 か つ 、 居 住 し て い る 者  

⑶  第 ３優 先 順 位  申 込 期 間 の初 日 現 在 、小 笠 原 村 に 住 民 登 録 をし 、かつ 、

居 住 し て い る 者  

ま た は 、旧 島 民 の う ち 、永 住 の 目 的 を も っ て 小 笠 原 村 に 移 住 し よ う と

す る 者  

 

（ 申 込 状 況 の 情 報 開 示 ）  

第 ７ 条  申 込 状 況 に つ い て は 、 村 役 場 本 庁 者 １ 階 ロ ビ ー 掲 示 板 、 母 島 支 所  

ロ ビ ー 掲 示 板 で の 張 り 出 し 及 び 村 ホ ー ム ペ ー ジ

（ https://www.vill.ogasawara.tokyo.jp） に て 公 開 す る 。  
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（ 分 譲 当 選 者 の 決 定 方 法 ）  

第 ８ 条  区 画 ご と に 当 選 順 位 第 １ 位 か ら 第 ３ 位 ま で を 決 定 し 、順 位 第 １ 位 の

者 を 当 選 者 、 順 位 第 ２ 位 及 び 第 ３ 位 の 者 を 補 欠 者 と す る 。  

２  当 選 者 は 、そ の 区 画 の 申 込 者 の 全 員 に つ い て 資 格 審 査 の 上 、資 格 に 瑕 疵

の な い 者 の う ち か ら 次 の 手 順 に よ り 決 定 す る 。  

⑴  申 込 者 が １ 名 の 場 合 は 、優 先 順 位 に か か わ ら ず そ の 申 込 者 を 当 選 者 と

す る 。  

⑵  申 込 者 が２ 名 以 上 の場 合 で 、第 １優 先 順 位 の 申 込 者 が １ 名 の 場 合 は 、

そ の 申 込 者 を 当 選 者（ 当 選 順 位 第 １ 位 ）と し 、以 降 の 優 先 順 位 に 従 い 順

次 補 欠 者 ２ 名 （ 当 選 順 位 第 ２ 位 及 び 第 ３ 位 ） を 決 定 す る 。  

同 じ 優 先 順 位 の 者 が ２ 名 以 上 い る 場 合 は 、必 要 に 応 じ て 第 １ 優 先 順 位

か ら 順 次 優 先 順 位 ご と の 公 開 抽 選 を 行 い 、当 選 者 と 補 欠 者 ２ 名（ 当 選 順

位 第 １ 位 か ら 第 ３ 位 ま で ） を 決 定 す る 。  

⑶  申 込 者 が ２ 名 以 上 の 場 合 で 、第 １ 優 先 順 位 の 申 込 者 が い な い 場 合 、第

２ 優 先 順 位 以 降 の 申 込 者 に よ り 当 選 者 と 補 欠 者 ２ 名（ 当 選 順 位 第 １ 位 か

ら 第 ３ 位 ま で ） を 決 定 す る 。  

当 選 者 の 決 定 方 法 は ⑵ に 準 じ て 行 う 。  

以 降 、必 要 に 応 じ て 、同 様 に 順 次 下 位 の 優 先 順 位 の 申 込 者 の 中 か ら 当

選 者 と 補 欠 者 ２ 名 （ 当 選 順 位 第 １ 位 か ら 第 ３ 位 ま で ） を 決 定 す る 。  

⑷  ⑵ 及 び ⑶ の 抽 選 で 落 選 し 、又 は 補 欠 者 と な っ た 者 で も 、な お 申 込 者 の

な い 区 画 が あ れ ば 再 申 込 を す る こ と が で き る 。た だ し 、再 申 込 を し た 者

に つ い て は 、 ⑵ の 補 欠 資 格 を 辞 退 し た も の と み な す 。  

 ⑸  再 申 込 の 当 選 者 の 決 定 方 法 は 、 ⑵ に 準 じ て 行 う 。  

⑹  当 選 者 が 当 選 権 を 辞 退 し た 場 合 、 順 次 補 欠 者 を 繰 り 上 げ 当 選 者 と す

る 。  

 

（ 契 約 等 の 条 件 ）  

第 ９ 条  契 約 等 の 条 件 は 、 次 の と お り と す る 。  

⑴  契 約 の 締 結  

当 選 者 は 、当 選 決 定 後 ３ ０ 日 以 内 に 土 地 譲 渡 契 約 を 締 結 し な け れ ば な

ら な い 。こ の 期 間 内 に 契 約 を 締 結 し な い と き は 、当 選 権 を 辞 退 し た も の

と み な す 。  

当 選 者 が 期 間 内 に 土 地 譲 渡 契 約 を 締 結 し な か っ た と き は 、 当 選 順 位  

第 ２ 位 の 補 欠 者 を 繰 り 上 げ て 当 選 者 と す る 。こ の 場 合 、前 の 当 選 者 の 契

約 期 限 に１４日 を加 えた期 日 までに土 地 譲 渡 契 約 を締 結 しなければなら

な い 。  

以 降 、 当 選 順 位 第 ３ 位 の 補 欠 者 ま で 同 様 と す る 。  

⑵  契 約 保 証 金  

土 地 譲 渡 契 約 を 締 結 す る 当 選 者（ 以 下「 譲 受 人 」と い う 。）は 、契 約

締 結 時 に 契 約 保 証 金 と し て １ ０ 万 円 を 村 に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。  

支 払 わ れ た 契 約 保 証 金 は 、 土 地 譲 渡 代 金 に 充 当 す る も の と す る 。  

⑶  土 地 譲 渡 代 金 の 支 払 い  

譲 受 人 は 、契 約 締 結 の 日 の 翌 日 か ら ５ カ 月 以 内 に 譲 渡 代 金 を 支 払 わ な

け れ ば な ら な い 。  

⑷  土 地 の 所 有 権 移 転 及 び 引 渡 時 期  

村 は 、土 地 譲 渡 代 金 の 支 払 い が 完 了 し た 後 、速 や か に 土 地 の 引 渡 し 及

び 所 有 権 移 転 登 記 を 行 う 。  

移 転 登 記 の 手 続 き は 村 が 代 行 し 、登 記 に 要 す る 費 用 は 譲 受 人 が 負 担 す

る 。  

⑸  土 地 の 共 有  

次 の 条 件 を 全 て 備 え て い る 場 合 に は 、土 地 を 共 有 名 義 に す る こ と が で

き る 。  
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①  夫 婦 、事 実 上 婚 姻 関 係 と 同 様 の 事 情 に あ る 者 又 は 親 子 で あ る こ と 。  

②  譲 受 人 の 持 分 を ２ 分 の １ 以 上 と し 、か つ 、当 該 土 地 を 分 割 し な い こ

と 。  

③  土 地 譲 渡 契 約 に 規 定 す る 債 務 を 共 同 し て 履 行 す る こ と が で き る こ

と 。  

④  共 有 名 義 人 は 、 譲 受 人 と 同 居 す る こ と 。  

⑹  買 戻 特 約  

譲 渡 し た 宅 地 に は 、土 地 譲 渡 契 約 を 締 結 し た 日 か ら １ ０ 年 間 、買 戻 し

の 特 約 登 記 を つ け る 。  

⑺  権 利 処 分 の 制 限  

土 地 譲 渡 契 約 締 結 後 １ ０ 年 間 は 、次 の 各 号 に 定 め る 場 合 を 除 き 、譲 り

受 け た 宅 地 及 び 宅 地 に 建 築 さ れ た 建 築 物 の 所 有 権 、地 上 権 、質 権 、貸 借

権 、使 用 貸 借 に よ る 権 利 、そ の 他 の 使 用 及 び 収 益 を 目 的 と す る 権 利 、も

し く は 抵 当 権 の 設 定 又 は 移 転 を 行 う こ と は で き な い 。  

①  相 続 そ の 他 の 一 般 承 継 に よ り 当 該 権 利 が 移 転 す る 場 合  

②  土 地 収 用 法 そ の 他 の 法 律 に よ り 収 用 さ れ 、 又 は 使 用 さ れ る 場 合  

③  第 21条 に 定 め る 範 囲 の 権 利 の 設 定 等 に つ い て 村 に 申 請 し 、事 前 に 承

認 を 得 た 場 合  

⑻  分 筆 の 制 限  

土 地 譲 渡 契 約 締 結 後 １ ０ 年 間 は 、村 長 が 特 別 に 認 め る 場 合 の ほ か 、譲

り 受 け た 宅 地 の 分 筆 登 記 は 出 来 な い 。  

⑼  建 築 義 務  

譲 受 人 は 、次 条 に定 め る建 築 物 を 土 地 譲 渡 契 約 締 結 後 ４年 以 内 に着 工

し 、５ 年 以 内 に 完 成 さ せ 、か つ 、自 ら 継 続 し て 居 住 し な け れ ば な ら な い 。

た だ し 、村 長 が 特 別 の 理 由 が あ る と 認 め る と き は 、着 工 は ８ 年 以 内 、完

成 は ９ 年 以 内 を 上 限 と し て 、 １ 年 毎 の 延 長 を 認 め る こ と が で き る 。  

 

（ 分 譲 地 に お け る 建 築 物 等 の 制 限 ）  

第 10条  本 分 譲 地 に 建 築 で き る 建 築 物 は 、 建 築 基 準 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第  

２ ０ １ 号 ）そ の 他 関 係 法 令 に 定 め る も の の ほ か 、次 の 各 事 項 を 守 ら な け れ

ば な ら な い 。  

⑴  総 則  

①  建 築 物 の 用 途 は 、譲 受 人 が 自 ら 居 住 す る 、専 用 住 宅 又 は 店 舗 併 用 住

宅 と す る 。  

  専 用 住 宅 とは、譲 受 人 が自 ら居 住 する住 宅 専 用 の建 物 のことをいう。 

  店 舗 併 用 住 宅 と は 、譲 受 人 が 自 ら 居 住 す る 住 宅 を 併 用 し た 、建 築 物

の延 床 面 積 の２分 の１未 満 を次 号 で定 めるいずれかの用 途 に供 する建

物 (専 ら こ れ ら の 用 途 に 供 す る 部 分 の 床 面 積 の 合 計 が ５ ０ ㎡ を 超 え る

も の を 除 く 。 )の こ と を い う 。  

②  専 用 住 宅 の 建 築 面 積 及 び 店 舗 併 用 住 宅 の居 住 の 用 に 供 する 面 積（ 壁

芯 ） は 、 ５ ５ ㎡ 以 上 と す る こ と 。  

③  建 築 物 の 高 さ は １ ０ ｍ 以 下 と す る こ と 。  

④  建 物 の 外 壁 又 は こ れ に 代 わ る 柱 の 面（ 出 窓 、柱 の あ る 玄 関 ポ ー チ 及

び 独 立 性 の あ る ２ 階 ベ ラ ン ダ 等 含 む 。）か ら 敷 地 境 界 線 ま で（ 敷 地 境

界 線 に 沿 っ て 擁 壁 が 設 置 し て あ る 場 合 は 、当 該 擁 壁 の 背 面 ま で ）は 、

０ ． ５ ｍ 以 上 離 す こ と 。  

また、建 物 の軒 先 については敷 地 境 界 線 から０．３ｍ以 上 離 すこと。  

た だ し 、物 置 そ の 他 に 類 す る 用 途 に 供 し 、軒 の 高 さ が ２ ．３ ｍ 以 下

で 、か つ 、床 面 積 の 合 計 が ５ ㎡ 以 下 で あ る も の 及 び カ ー ポ ー ト 等（ 以

下 「 付 属 す る 建 築 物 等 」 と い う 。 ） に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。  

⑤  カ プ セ ル 構 造 物 等 の 簡 易・仮 設 用 構 造 物 を 、居 住 用 に 設 置 し て は な

ら な い 。  
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⑥  上 水 道 は 宅 地 内 の 引 込 管 に 接 続 す る こ と 。  

生 活 雑 排 水 及 び し 尿 は 、 宅 地 内 の 公 設 桝 に 接 続 す る こ と 。  

雨 水 は 宅 地 内 で 処 理 す る こ と 。  

⑦  宅 地 内 に は 、量 水 器 及 び 公 設 桝 の維 持 管 理 の支 障 とな る 構 造 物 を構

築 し な い こ と 。  

⑧  敷 地 内 の 電 柱 等 の 既 設 構 造 物 は 移 設 で き な い こ と と す る 。  

⑵  店 舗 の 用 途  

前 号 ① の 規 定 に よ り 定 め る 用 途 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。  

①  共 同 住 宅 、 寄 宿 舎 、 下 宿  

②  事 務 所  

③  民 宿 （ 旅 館 業 法 第 ２ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 簡 易 宿 所 営 業 ）  

④  日 用 品 の 販 売 を 主 た る 目 的 と す る 店 舗  

⑤  理 髪 店 、美 容 院 、ク リ ー ニ ン グ 取 次 店 、質 屋 、貸 衣 装 屋 、貸 本 屋 そ

の 他 こ れ ら に 類 す る サ ー ビ ス 業 を 営 む 店 舗  

⑥  洋 服 店 、畳 屋 、建 具 屋 、自 転 車 店 、家 庭 電 気 器 具 店 そ の 他 こ れ ら に

類 す る サ ー ビ ス 業 を 営 む 店 舗（ 原 動 機 を 使 用 す る 場 合 に あ っ て は 、そ

の 出 力 の 合 計 が 0.75キ ロ ワ ッ ト 以 下 の も の に 限 る 。 ）  

⑦  自 家 販 売 の ため に 食 品 製 造 業（ 食 品 加 工 業 を 含 む 。）を 営 む パ ン 屋 、

米 屋 、豆 腐 屋 、菓 子 屋 そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の（ 原 動 機 を 使 用 す る

場 合 にあっては、その出 力 の合 計 が 0.75キロワット以 下 のものに限 る。） 

⑧  学 習 塾 、 華 道 教 室 、 囲 碁 教 室 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 施 設  

⑨  美 術 品 又 は 工 芸 品 を 製 作 す る た め の ア ト リ エ 又 は 工 房（ 原 動 機 を 使

用 す る 場 合 に あ っ て は 、そ の 出 力 の 合 計 が 0.75キ ロ ワ ッ ト 以 下 の も の

に 限 る 。 ）  

⑩  食 堂 又 は喫 茶 店（ 食 品 衛 生 法 施 行 令 第 ３ ５条 第 １号 に 規 定 する飲 食

店 営 業 。た だ し 、風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律

第 ２ 条 に 規 定 さ れ る も の を 除 く 。 ）  

⑪  診 療 所  

⑫  物 品 販 売 業 を営 む 店 舗 (専 ら性 的 好 奇 心 を そ そ る 写 真 そ の 他 の物 品

の 販 売 を 行 う も の を 除 く 。 ) 

⑬  そ の 他 こ れ ら に 類 す る 施 設 で 、 特 に 村 長 が 認 め る も の  

⑶  構 造 物 の 管 理 義 務  

譲 受 人 は 、敷 地 内 の擁 壁 等 構 造 物 を 善 良 な 管 理 者 の注 意 を も っ て 保 存

し 、こ れ を 破 損 、撤 去 し て は な ら な い 。ま た 、擁 壁 か ら の は ね 出 し 及 び

積 み 増 し は し て は な ら な い 。  

⑷  地 下 埋 設 物 の 保 護 義 務  

宅 地 の 地 下 に 構 造 物 が 埋 設 さ れ て い る 区 画 に あ っ て は 、土 地 の 所 有 区

分 に か か わ ら ず 、 こ れ を 破 損 さ せ て は な ら な い 。  

⑸  宅 地 の 原 状 変 更 の 制 限  

地 盤 高 の 変 更 等 、宅 地 の 原 状 を 変 更 し て は な ら な い 。た だ し 、村 長 が

特 に そ の 必 要 を 認 め た 場 合 は 、こ の 限 り で は な い 。こ の 場 合 、あ ら か じ

め 村 に 書 面 に よ り 届 出 て 、 そ の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

⑹  建 築 物 の 事 前 承 認  

譲 受 人 が 、建 築 物 を 建 築 し よ う と す る と き は 、建 築 確 認 申 請 前 に 当 該

建 築 物 の 設 計 図 書 及 び 配 置 図 等 を村 に 提 出 し 、本 条 の建 築 物 の条 件 に 適

合 し て い る か の 事 前 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。た だ し 、住 宅 に 付 属

す る 建 築 物 等 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。  

 

（ 譲 受 人 の 届 出 義 務 ）  

第 11条  譲 受 人 は 、 契 約 締 結 の 日 か ら １ ０ 年 以 内 に 次 の 事 項 に 該 当 し た 場

合 、遅 滞 な く 村 に 届 出 を し な け れ ば な ら な い 。こ の 場 合 に お い て 、譲 受 人

に は 、 相 続 人 又 は 法 定 代 理 人 を 含 む 。  



 -  6  -  

⑴  死 亡 し た と き 。  

⑵  後 見 開 始 又 は 補 佐 開 始 の 審 判 を 受 け た と き 。  

⑶  氏 名 又 は 住 所 を 変 更 し た と き 。  

⑷  強 制 執 行 、仮 差 押 え 、仮 処 分 又 は 競 売 の 申 立 を 受 け 、も し く は 和 議 の

申 立 を し た と き 。  

⑸  整 理 開 始・更 生 手 続 開 始（ 自 己 申 立 を 含 む ）又 は 破 産 の 申 立（ 自 己 申

立 を 含 む 。 ） が あ っ た と き 。  

⑹  法 令 の 規 定 に よ り 宅 地 を 収 用 さ れ 、 又 は 使 用 さ れ た と き 。  

⑺  建 築 に 着 手 し た と き 、 及 び 完 了 し た と き 。  

 

（ 土 地 譲 渡 契 約 の 解 除 権 ）  

第 12条  譲 受 人 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、村 は 土 地 譲 渡 契 約

を 解 除 で き る 。  

⑴  資 格 を 偽 る 等 不 正 な 方 法 で 宅 地 を 譲 り 受 け た と き 。  

⑵  指 定 期 日 ま で に 土 地 譲 渡 代 金 の 支 払 が な さ れ な い と き 。  

⑶  土 地 譲 渡 契 約 に 違 反 し た と き 。  

⑷  譲 受 人 か ら 契 約 解 除 の 申 し 出 が あ っ た と き 。  

 ２  村 は 、前 項 に よ り 契 約 を 解 除 し た 場 合 は 、契 約 保 証 金 を 差 し 引 い た 土

地 譲 渡 代 金 を 譲 受 人 に 返 還 す る 。た だ し 、当 該 返 還 金 に は 利 息 を 付 さ な

い 。  

 

（ 違 約 金 ）  

第 13条  譲 受 人 は 、前 条 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、土 地 譲 渡

代 金 の１００分 の５に相 当 する額 の違 約 金 を村 に支 払 わなければならない。

た だ し 、譲 受 人 の 責 に 帰 す る こ と が で き な い 事 由 に よ り 該 当 す る に 至 っ た

場 合 に お い て 、村 長 が 社 会 通 念 上 特 に 認 め る と き は 、村 は 違 約 金 を 減 額 又

は 免 除 す る こ と が で き る 。  

 

（ 宅 地 の 買 戻 権 ）  

第 14条  土 地 譲 渡 契 約 を 締 結 し た 日 か ら １ ０ 年 間 に お い て 、譲 受 人 が 次 の 事

項 に 該 当 す る と 認 め ら れ る 場 合 は 、 村 は 宅 地 を 買 戻 す こ と が で き る 。  

⑴  第 ９ 条 ⑺ の 規 定 （ 権 利 処 分 の 制 限 ） に 違 反 し た と き 。  

⑵  第 ９ 条 ⑻ の 規 定 （ 分 筆 の 制 限 ） に 違 反 し た と き 。  

⑶  第 ９ 条 ⑼ の 規 定 （ 建 築 義 務 ） に 違 反 し た と き 。  

⑷  第 10条 の 規 定（ 分 譲 地 に お け る 建 築 物 等 の 制 限 ）に 違 反 し た と き 。  

⑸  住 宅 等 の 建 設 が 完 了 す る ま で の 間 に 、第 11条 ⑷ 又 は ⑸ に 該 当 し た と

き 。  

⑹  譲 受 人 又 は 相 続 人 が 、当 該 宅 地 に 継 続 し て 居 住 す る こ と が で き な く

な っ た と き 。  

 ２  村 は 、買 戻 権 を 行 使 す る と き は 、契 約 保 証 金 を 差 し 引 い た 土 地 譲 渡 代

金 を 譲 受 人 に 返 還 す る 。 た だ し 、 当 該 返 還 金 に は 利 息 を 付 さ な い 。  

３  村 が 買 戻 権 を 行 使 し た 場 合 は 、譲 受 人 は 、土 地 譲 渡 代 金 の １ ０ ０ 分 の

３ ０ に 相 当 す る 額 の 違 約 金 を 村 に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。た だ し 、譲

受 人 の責 に帰 することのできない事 由 により第 １項 の事 由 に該 当 するに

至 っ た 場 合 に お い て 、村 長 が 社 会 通 念 上 特 に 認 め た と き は 、村 は 違 約 金

の 支 払 い を 減 額 又 は 免 除 す る こ と が で き る 。  

 

（ 譲 受 人 の 原 状 回 復 義 務 ）  

第 15条  譲 受 人 は 、土 地 譲 渡 契 約 を 解 除 さ れ た と き 、又 は 買 戻 権 を 行 使 し た

と き は 、 宅 地 を 契 約 時 の 状 態 に 戻 し て 村 に 返 還 し な け れ ば な ら な い 。  

 譲 受 人 が 契 約 時 の 状 態 に 復 帰 し な い と き は 、村 が こ れ を 代 行 し 、そ の 費

用 は 譲 受 人 の 負 担 と す る 。た だ し 、村 長 が 原 状 に 復 す る 必 要 が な い と 認 め
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た 場 合 は 、 こ の 限 り で は な い 。  

 

（ 損 失 補 償 ）  

第 16条  村 が 、土 地 譲 渡 契 約 を 解 除 し 、又 は 買 戻 権 を 行 使 し た こ と に よ っ て

譲 受 人 が 損 失 を 受 け る こ と が あ っ て も 、 村 は そ の 損 失 を 補 償 し な い 。  

 

（ 相 殺 ）  

第 17条  返 還 す べき 土 地 譲 渡 代 金 等 の 村 の 金 銭 債 務 と 、違 約 金 そ の 他 の 譲 受

人 の 金 銭 債 務 と は 、 相 殺 す る こ と が で き る 。  

 

（ 登 記 費 用 等 の 預 託 ）  

第 18条  村 は 、譲 受 人 か ら 登 記 費 用 等 の 預 託 を 受 け 、必 要 な 手 続 を 完 了 し た

の ち 清 算 す る 。 預 託 金 に 利 息 は つ け な い 。  

 

（ 良 好 な 住 環 境 の 保 持 ）  

第 19条  譲 受 人 は 、次 の 事 項 に 留 意 し 、分 譲 地 の 良 好 な 住 環 境 の 保 持 に 努 め

な け れ ば な ら な い 。  

⑴  譲 受 人 は 、将 来 的 に も 本 分 譲 要 綱 を 遵 守 し て 、良 好 な 街 並 み を 保 持 す

る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。  

⑵  路 上 駐 車 は し な い よ う 、区 画 内 に 必 要 な 駐 車 ス ペ － ス を 確 保 し な け れ

ば な ら な い 。  

⑶  店 舗 併 用 住 宅 に あ っ て は 、 次 の 各 号 を 遵 守 し な け れ ば な ら な い 。  

①  営 業 に 要 す る 資 材 や 発 生 材 等 は 、露 天 で の 保 管 、集 積 を し て は な ら

な い 。  

②  営 業 で 使 用 す る 最 大 積 載 量 ２ ト ン 以 上 の 貨 物 運 搬 用 車 両 並 び に 建

築 機 械 及 び そ れ ら に 類 す る 車 両 に つ い て は 、区 画 内 を 置 き 場 に し て は

な ら な い 。  

 

（ 宅 地 の 管 理 ）  

第 20条  譲 受 人 は 、宅 地 の 清 掃・除 草 に 努 め る と と も に 、引 渡 し 後 の 土 地 の

管 理 を 自 己 の 責 任 と 負 担 に お い て 行 な わ な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 権 利 の 設 定 範 囲 ）  

第 21条  第 ９ 条 ⑺ ③ で 認 め る 権 利 の 設 定 の 範 囲 は 、 以 下 の と お り と す る 。  

⑴  設 定 で き る 権 利 の 種 類  

次 項 に定 める金 融 機 関 等 から資 金 を借 り受 けるときに条 件 として設 定

さ れ る 抵 当 権 及 び 質 権 （ 火 災 保 険 及 び 損 害 保 険 ）  

⑵  金 融 機 関 の 範 囲  

前 項 の 金 融 機 関 等 の 範 囲 は 、 次 に 掲 げ る 種 類 の 金 融 機 関 等 と す る 。  

①  政 府 系 金 融 機 関  

ア  日 本 政 策 金 融 公 庫  

イ  商 工 組 合 中 央 金 庫  

②  銀 行 系 金 融 機 関  

 ア  都 市 銀 行  

 イ  地 方 銀 行  

 ウ  第 二 地 方 銀 行  

 エ  信 託 銀 行  

 オ  長 期 信 用 銀 行  

③  共 同 組 織 金 融 機 関  

ア  信 用 金 庫  

イ  信 用 組 合  

ウ  労 働 金 庫  
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エ  農 業 協 同 組 合  

オ  漁 業 協 同 組 合  

④  独 立 行 政 法 人  

ア  住 宅 金 融 支 援 機 構  

⑤  地 方 自 治 体  

ア  東 京 都  

 

（ そ の 他 ）  

第 22条  

１  こ の 要 綱 に 必 要 な 書 類 等 の 様 式 は 、 様 式 １ 号 か ら １ ２ 号 と す る 。  

２  こ の 要 綱 に 定 め の な い 事 項 は 、 村 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 

 

附 則  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る ｡ 


